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令和４年４月 

 

 

 

 

 

 令和４年３月１６日福島県沖を震源とした地震により被災した個人及び中小企業者等が所有する家屋

等について、生活環境上の保全及び二次災害の防止を図るため、所有者からの申請等に基づき、市が解

体処理を実施いたします。 

 ※「解体」とは、家屋ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等で家屋等の一部を取り壊す 

 ことは対象としません。 

 

１ 対象範囲 

 

(1) 「り災証明書」で、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」（準半壊を除く）と判定され

た家屋等となります。 

①「家屋等」とは、個人や中小企業等が所有する住宅、分譲又は賃貸マンション、アパート、店舗 

  等をいいます。  

②「中小企業者等」とは、「中小企業基本法」第 2 条に定める中小企業者及びこれに準じた公益法

人等をいいます。 

③工作物等については次の事項にご留意ください。 

 (ｱ)原則として、擁壁や土留めは対象としません。 

 (ｲ)擁壁や土留めは、解体等の実施時に危険であると判断できる場合は、解体等の実施前に申請者

自身が復旧工事を施工することが必要になります。 

④家財道具などの搬出は行いませんので、あらかじめ申請者が搬出してください。 

⑤自然石や土壁の土（藁・竹等除いたもの）は処分の対象となりません。 

(2) 申請があった内容については、後日、現地調査等を実施いたしますが、状況等によっては、市が

行う解体処理事業に該当しない場合があります。 

 

２ 対象者 

 

(1) 原則、建物登記簿の登記名義人を所有者（申請者）とします。 

※発災時（令和４年３月１６日）の所有者が対象となります。発災後に所有権を移転した家屋等

は対象となりません。 

 (2) 未登記の場合、固定資産所有証明により所有者の確認が必要となります。 

 (3) 中小企業者について 

区 分 資本金 従業員数 

製造業・建設業・運輸業 ３億円以下 ３００人以下 

卸 売 業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小 売 業 ５千万円以下 ５０人以下 

その他産業 ３億円以下 ３００人以下 

 

令和４年福島県沖を震源とする地震に係る 

被災家屋等の解体事業のお知らせ 

２ 対象者 

１ 対象範囲 
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３ 申請方法 

 

 (1) 受付期間 令和４年４月２０日（水）～ 令和４年８月２６日（金）※予約制 平日のみ 

 (2) 受付時間 午前９時～午後４時３０分 

 (3) 受付場所 福島市役所５階 ごみ減量推進課窓口 

   ※窓口の混雑を避け感染症対策をして予約制で受け付けます。申請・相談日を事前に予約のうえ 

お越しください。予約は福島市ホームページ内、オンライン申請または電話にてお願いします。 

    予約方法の詳細は４ページをご確認ください。 

   ※予約なしで来庁された場合は混雑状況により、お待たせする場合があります。 

   ※郵送での申請は受付できません。 

 (4) 申請書類等は市ホームページからもダウンロードができます。 

ごみ減量推進課及び各支所・出張所の窓口に備えております。 

 (5) 持参するもの 

  ①被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する申請書（様式第１号） 

申請書は実印で押印が必要となります（実印） 

  ②り災証明書の写し（家屋等の被害認定結果が記載されているもの） 

  ③建物配置図（様式第３号） 

  ④被災家屋等の状況写真（様式第４号） 

  ⑤被災家屋等の登記事項全部事項証明書（発行日から３ヵ月以内のもの。法務局で発行。有料） 

※未登記の場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書（所有）（り災証明書の提示により、市民税

課及び各支所等で無料で取得できます。所有者以外の申請時は、委任状が必要となりますので市

民税課及び各支所等の窓口にご確認ください。） 

  ⑥所有者の印鑑登録証明書（発行日から３ヵ月以内のもの。）※り災証明書の提示により、市民課及

び各支所等で無料で取得できます。 

  ⑦所有者の身分証明書の写し（運転免許証等） 

  ⑧被災家屋等において、共有名義人、相続権者、抵当権者などの権利関係者がいる場合は、権利関 

   係者全員の被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する同意書（様式第５号及び様式第６号）及び  

   権利関係者全員の印鑑登録証明書（金融機関を除く。申請者または権利関係者本人のり災証明書 

   の写しの提示により、市民課及び各支所等で無料で取得できます。） 

  ⑨相続登記をしていない場合は、相続関係図、遺産分割協議書等相続を証明する書類 

  ⑩所有者が法人の場合は、法人の登記事項証明書（発行日から３ヵ月以内のもの。法務局で発行。）

及び従業員数等証明書（様式第10号） 

  ⑪足場を設置する等解体等の作業に隣接地の承諾が必要な場合は、被災家屋等の解体、撤去及び処 

   分に関する同意書（隣接地権者等）（様式第７号） 

  ⑫その他市長が必要と認める書類 

 (６)  所有者以外の方が所有者を代理して申請する場合は、被災家屋等の解体、撤去及び処分に関す 

る委任状（様式第８号）及び、受任者の身分証明書の写し（運転免許証等）が必要になります。 

 (７) 所有者の確認ができない場合、同意書等の必要書類の提出が無い場合には、受付できない場合

もあります。 

４ 申請受付から工事実施までの流れ 

 

 (1) 申請書類の審査後、申請者立会いのもとで市が申請のあった家屋等を調査します。 

 (2) 申請内容を審査し「実施被災家屋等の解体、撤去及び処分に関する決定通知書」を通知します。 

 (3) 解体を行う際、及び解体完了時は、原則、本人または代理人の立会いが必要となります。 

４ 申請受付から工事実施までの流れ 

３ 申請方法 
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 (4) 解体後、「解体完了通知書兼解体証明書」を発行します。 

   （家屋の滅失登記、固定資産税の家屋異動届の手続きは申請者で行ってください。） 

５ すでに自費で解体処理を行った方 

 

(１) 令和４年３月１７日以降、令和４年６月３０日までに施工業者と解体撤去の契約をした方が対  

象となります。 

※令和４年７月１日以降は市による解体処理へ申請くださるようお願いいたします。 

(２) 令和４年１２月３１日までに完了する工事が対象となります。 

(３) 市設定基準額の範囲内で、費用の償還を行ないます。 

   ※家屋等の一部のみの解体やリフォームは対象となりません。 

(４) 受付期間 令和４年４月２０日（水）～令和３年８月２６日（金）※予約制 土日祝除く 

(５) 受付時間 午前９時～午後４時３０分 

 (６) 受付場所 福島市役所５階 ごみ減量推進課窓口 

   ※窓口の混雑を避け感染症対策をして予約制で受け付けます。申請・相談日を事前に予約のうえ

お越しください。予約は福島市ホームページ内、オンライン申請または電話にてお願いします。 

    予約方法の詳細は４ページをご確認ください。 

   ※予約なしで来庁された場合は混雑状況により、お待たせする場合があります。 

   ※郵送での申請は受付できません。 

 (７) 申請書類等は市ホームページからもダウンロードができます。 

ごみ減量推進課及び各支所・出張所の窓口に備えております。 

(８) 必要書類 

  ①被災家屋等の解体等費用償還申請書（様式第１号） 

  ②り災証明書の写し 

③建物配置図（様式第３号） 

④被災家屋等の登記事項全部事項証明書（発行日から３ヵ月以内のもの。法務局で発行。有料） 

※未登記の場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書（所有）（り災証明書の提示により、市民税

課及び各支所等で無料で取得できます。所有者以外の申請時は、委任状が必要となりますので

市民税課及び各支所等の窓口にご確認ください。） 

⑤解体等に係る業者による見積書の写し 

⑥解体等に係る契約書の写し 

⑦解体等に要した費用に関する領収書の写し 

⑧解体等に要した費用の内訳がわかる書類の写し 

⑨解体等に係る写真（施工前、施工中、施工後にそれぞれ撮影したもの） 

⑩解体等に係る産業廃棄物管理票 （マニフェスト伝票）の写し 

⑪業者が作成した解体等した被災家屋等の解体証明書 

⑫償還金の振込先がわかるもの（通帳の写し等） 

⑬申請者の身分証明書の写し（運転免許証等） 

⑭所有者の印鑑登録証明書（発行日から３ヵ月以内のもの。）※り災証明書の提示により、市民課

及び各支所等で無料で取得できます。 

⑮被災家屋等において、共有名義人、相続権者、抵当権者などの権利関係者がいる場合は、権利 

関係者全員の被災家屋等の解体等費用償還に関する同意書（様式第４号）及び権利関係者全員 

の印鑑登録証明書（金融機関を除く。申請者または権利関係者本人のり災証明書の写しの提示

により、市民課及び各支所等で無料で取得できます。） 

５ 自費で解体処理を行った方（行う方） 
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⑯相続登記をしていない場合は、相続関係図、遺産分割協議書等相続を証明する書類 

⑰被災家屋等の解体等費用償還に関する誓約書（様式第５号） 

⑱申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書（発行日から３ヵ月以内のもの。法務局で発行。）

及び従業員数等証明書（様式第11号） 

⑲その他市長が必要と認める書類 

(９) 申請を費用負担者以外の者が代理して行う場合は、被災家屋等の解体等費用償還に関する委任 

  状（様式第６号）及び、受任者の身分証明書の写し（運転免許証等）が必要になります。 

(10)  申請受付から償還までの流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】福島市役所５階 環境部ごみ減量推進課  

〒960-8601福島県福島市五老内町３番１号 電話024-525-3744 

混雑による新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、被災家屋等 

の解体処理事業に関する申請・相談は予約制とさせていただきます。 

予約の方法は次のとおりです。 

希望日の３日前までに予約をお願いいたします。 

 

１ 福島市オンライン申請により予約をお願いします。 

  必ず第３希望日まで入力してください。 

  日程調整後、予約確定日を返信します。 

 

 

 

 

２ 福島市ごみ減量推進課まで電話により予約をお願いします。 

  予約受付時間：午前９時～午後４時３０分 土日祝除く 

  電話：024-525-3744 

福島市オンライン申請 
ＱＲコード 

①申請書類の提出 ②現地調査依頼

④償還金額の決定通知 ③現地調査結果報告

⑤請求書

⑥償還金額の振込
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